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第２回 白岡市都市計画税制審議会 会議資料 

 

１ 都市計画税条例制定の過程 

 

  白岡市都市計画税条例は、昭和５２年１２月に制定されました。  

  都市計画税条例の制定までの過程については、都市計画税制審議会で

審議され、議会において都市計画税条例審査特別委員会を設置し、議決さ

れました。  

  都市計画税は、昭和３１年に創設され、当初は制限税率が 0.2%でした。  

  昭和５３年に、都市施設の設備が喫緊の課題であり、下水等の財政需要

が急激に拡大していたため、制限税率が 0.3％に緩和されました。  

  白岡市都市計画税条例制定時の制限税率は 0.2%であり、議案としては、

0.15％で上程しましたが、議会の都市計画税条例審査特別委員会において、

税率については、0.15％から 0.1％へ修正されて可決されました。  

  なお、昭和５２年の都市計画税制審議会及び議会に対しての詳細な説

明資料につきましては、現存していないことから、事業費の見込みなどに

ついては、会議録の中から抜粋しました。  

 

 〇都市計画税制審議会  

   昭和５２年８月開催  

        ９月開催  

 

 〇都市計画税条例審査特別委員会  

昭和５２年１０月 ７日開催  

        １０月１９日開催  

        １１月１０日開催  

        １２月 ９日開催  

 

〇都市計画税条例審査特別委員会報告  

  昭和５２年１２月１４日  

    一部修正可決  税率 0.15%→0.10%（制限税率 0.20％）  
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 〇昭和５２年１２月議会  

   昭和５３年度以降に予定している都市計画事業等の事業費の見込み  

    総事業費          約２６３億円  

     内 公共下水道事業費   約１２６億円  

 

  都市計画税収の見込み  

    0.10%   約１，９３２万円  

    0.15%   約２，８９８万円  

    0.20%   約３，８６４万円  

 

２ 都市計画事業費等と都市計画税の充当見込み 
 

  都市計画事業及び土地区画整理事業は、今後においても、継続的に事業

費が発生する見込みです。財政推計における大規模事業費は、年度の経過

とともに、誤差が大きくなることから、５年間の推計値に限定し、事業見

込額から都市計画税の充当割合を算出した場合、約３１％から約３５％

と見込まれます。  

  街路に係る事業は、白岡駅の西口で進めている都市計画道路白岡駅西

口線の費用を見込んでおります。  

  また、土地区画整理事業については、白岡駅東口で進めている白岡駅東

部中央土地区画整理事業の費用を見込んでいます。  

 

都市計画税事業費等と都市計画税の充当見込み 
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３ 都市計画税税率改定のモデルケース 

  令和７年度固定資産税・都市計画税の課税データを基に市街化区域内

の土地及び家屋について、都市計画税率を改定した場合のモデルケース

は次のとおりです。  

 

ケース① 土地（宅地）地積１６７㎡  

家屋（戸建住宅）木造２階建延床面積１１５㎡築２６年経過  

 

                            （単位：円）  

都市計画税率  固定資産税額  都市計画税額  合計額  

０．１０％  

５１，２００  

５，４００  ５６，６００  

０．１５％  ８，１００  ５９，３００  

０．２０％  １０，８００  ６２，０００  

０．２５％  １３，５００  ６４，７００  

０．３０％  １６，２００  ６７，４００  

 

 

ケース② 土地（宅地）地積１４５㎡  

家屋（戸建住宅）木造２階建延床面積１１０㎡築６年経過  

 

                            （単位：円）  

都市計画税率  固定資産税額  都市計画税額  合計額  

０．１０％  

１２１，２００  

１０，２００  １３１，４００  

０．１５％  １５，３００  １３６，５００  

０．２０％  ２０，４００  １４１，６００  

０．２５％  ２５，５００  １４６，７００  

０．３０％  ３０，６００  １５１，８００  
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ケース③ 土地（マンション敷地）  

家屋（マンション）鉄骨鉄筋コンクリート造  

専有部分床面積７８㎡築２７年経過  

 

                            （単位：円）  

都市計画税率  固定資産税額  都市計画税額  合計額  

０．１０％  

７９，９００  

６，１００  ８６，０００  

０．１５％  ９，１５０  ８９，０５０  

０．２０％  １２，２００  ９２，１００  

０．２５％  １５，２５０  ９５，１５０  

０．３０％  １８，３００  ９８，２００  

 

※市内マンションのうち、築年数が浅い物件は約１０年の経過  

（面積が同等程度で、現行の都市計画税が７，２００円）  


